
問い合わせ先　　保健センター （電話・告知端末機　5-1790）

平成27年度インフルエンザ予防接種を下記のとおり実施いたします。
　インフルエンザワクチンは、今シーズンからＡ型２種類Ｂ型２種類の４価ワクチンとなり、流行するインフルエン
ザの多くを網羅できるようになりました。予防接種には、発症予防と重症化予防の効果があるとされています。
ぜひ、ご検討ください。

☆その他
・高校生から64歳以下の一般の方で接種を希望される方は、直接診療所へお越しください。
・料金は、ワクチン単価が上がったため３，１００円になりました。
・ワクチンの在庫が無くなり次第終了となりますので、集中実施期間中の接種をお勧めします。

☆集中実施期間
幌延地区　 ： 10月20日（火）、21日（水）、26日（月）、27日（火）、28日（水）

幌延町立診療所 ： 8時30分～11時00分【高齢者及び一般住民】
　　　　　　　　13時00分～16時30分【１歳以上高校生以下及びその同伴保護者】

問寒別地区 ： 11月13日（金）
問寒別診療所： 9時15分～10時30分

☆助成対象者
1歳～小学生

2回
無　料　（町が全額助成します）

申込みは不要です。
　助成対象となる方全員に、保健センターから案内と予診票を送付します。
　よくご検討のうえ、接種を希望される方はお送りした予診票に必要事項をすべて
記入して、診療所へ持参してください。

＊ 入院などの理由で幌延町で接種を受けられない方も、助成の対象になる場合が
あります。保健センターにお問い合わせください。

接 種 回 数
対 象 区 分

1回
中学生 65歳以上(年度内年齢）

（昭和26年４月１日以前に生まれた方）（1歳の基準日は10月19日）
60～64歳で心臓、じん臓
呼吸器の身体障害者手帳1級受給者

料　　　金

インフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ

集中実施期間以降は、ワクチンが無くなり次第終了となります。

「ふるさと納税」始めます！「ふるさと納税」始めます！
　これまで、幌延町では「ふるさと納
税」として一般的な寄附金をお受けし
ておりましたが、10月以降、返戻品
贈呈の伴う「ふるさと納税」制度を
開始することとしました。

　「ふるさと納税」は、ふるさとやお世話になった地域への恩返しをしたいという想い、これから応援したいと想う地
域への貢献を、寄附金と税制を通して可能とした仕組みで、各自が想う”ふるさと”を自由に選択できることから、納
税と税金の使われ方に対する意識の向上に繋がり、また、自治体が独自の取組をアピールする機会となり、選ばれ
る自治体として地域のあり方を考えるきっかけとなる制度です。
　幌延町においては、単なる特典合戦の「ふるさと納税」ではなく、幌延町を応援したいという全国の幌延ファンを
開拓し、そこから「ふるさと納税」に繋げられるような取組を展開したいと考えております。
　また、特産品などを返戻品として活用することにより、地域経済の活性化や交流人口の増加、知名度向上や新た
な特産品開発のきっかけとしても期待できます。
　全国の幌延ファンを獲得する一つの取組として、ふるさと納税をお受けするジャンルの一つに「秘境駅の里『ほ
ろのべ』応援寄附金」を創設しました。
　これは、鉄道資産によるまちおこしの可能性を探る幌延町の取組を、全国の鉄道ファンに応援していただくため
の「ふるさと納税」で、この応援を活用し、今後の事業を進めてまいります。
　なお、返戻品は、町外からの「ふるさと納税」対象者へ贈呈することとしております。

幌延町役場　総務課企画振興グループ　電話：01632-5-1111（内線223） 　告知端末：5-8812

13　◀ほろのべの窓　2015.10月号


